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土岐市新庁舎建設工事設計業務 プロポーザル実施要領 

１ 趣旨 

土岐市現庁舎は昭和 41 年 11 月に建設され、これまで、多くの市民に親しまれてきた。竣工か

ら 48年が経過した現在まで、増改築や大規模な改修工事を行うことなく利用されてきたが、給排

水・空調設備、電気設備の老朽化や建物全体の老朽化に伴う維持管理費の増大が顕著に見られる

ようになってきた。さらに、バリアフリー化、ＩＴ化への対応も限界となっている。 

また、東海・東南海・南海地震の連動発生予測や平成 23年 3月に東日本大震災が発生したこと

から、巨大地震の発生時などに防災拠点となるべき庁舎の安全性を確保するため、平成 23年度に

現庁舎の耐震補強基本設計を実施したところ、建物内部に補強壁等の設置工事が必要となり、施

工中の業務継続のためには状況によっては仮設庁舎の確保が必要になることや内部補強のために

事務スペースが狭くなることが判った。現状における庁舎全体の各種設備の老朽化及び執務スペ

ース等の手狭さの問題を抱えての耐震工事の実施が適切であるのかを検討の末、平成 24 年度実施

予定の耐震工事実施設計を見合わせることとなり、平成 24 年第 5回土岐市議会定例会において新

庁舎建設を表明し、平成２７年６月に「土岐市新庁舎建設基本構想」を策定したところである。 

本プロポーザルは、このような経緯を踏まえ、土岐市新庁舎の設計を委ねるにふさわしい設計

者を選定するため、プロポーザル方式により基本計画、基本設計及び実施設計業務の受託者を選

定するものであり、本要領は、その設計者選定の手続きについて、必要な事項を定めるものであ

る。 

２ 業務の概要 

（１）業務名    土岐市新庁舎建設工事設計業務委託 

（２）発注者    土岐市 

（３）委託内容   土岐市新庁舎建設工事に係る基本計画、基本設計及び実施設計（詳細は土

岐市新庁舎建設工事設計業務委託特記仕様書による） 

（４）履行期間   契約締結日から平成２９年７月３１日まで 

（５）契約限度額  １６８，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

（６）募集方式   公募型プロポーザル方式 

３ 事業計画の概要 

（１）施設用途   市役所庁舎 

（２）予定地 土岐市土岐津町土岐口 2101 番地 

（３）敷地面積   １４，１８４.２２㎡  

（４）地域地区等 

・用途地域 第２種住居地域 

・指定建ぺい率 ６０％  

・指定容積率 ２００％ 

・日影規制 日影測定高さ4ｍで敷地境界から5～10ｍの範囲の日影時間は5時間敷地境  

界から 10ｍを超える範囲の日影時間は 3時間 
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（５）想定延床面積 ８，６００㎡～９，９００㎡ 

駐車台数 ３４０台程度 

（６）概算事業費 ４０億円程度（庁舎棟工事費のみ） 

（７）担当部局（事務局） 

土岐市総務部新庁舎建設準備室（総合政策課内） 

住 所  〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口 2101 番地 

電 話  ０５７２－５４－１１１１(内線２１１、２１５) 

ＦＡＸ  ０５７２－５４－１１２７ 

e-mail  sosei@city.toki.lg.jp 

（８）資料等交付 

事務局（8：30 から 17：15 まで）及び土岐市ホームページから入手できる。 

http://www.city.toki.lg.jp/ 

４ 参加資格要件 

本市が実施するプロポーザル方式による設計者の選定に参加することができる者は、次に掲げ

るいずれにも該当する単体企業又はその単体企業を代表とする共同企業体とする。 

（１）単体企業の場合 

① 土岐市の入札参加資格を有している建築関係建設コンサルタント業務の業種登録事業者

であること。 

② 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により、一級建築士事務所

の登録を受けた者であること。 

③ 管理技術者及び主任技術者として、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定

する一級建築士の資格を有する者を配置できる者であること。 

④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項のほか、客観的に明

らかに経営不振に陥ったと認められる次のアからオまでの要件に該当する者でないこと。 

ア．会社再生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者 

イ．民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

る者 

ウ．破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 

エ．会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 

オ．銀行取引停止処分がなされている者 

⑤ 平成２７年７月２１日から契約締結までの期間に、土岐市から指名停止の措置を受けてい

ない者であること。 

⑥ 次のアからオの要件に該当する者でないこと。 

ア．役員等（参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはそ

の役員をいい、当該プロポーザルに参加しようとする者から市との取引上の一切の権限

を委任された代理人を含む。以下「役員等」という。）が暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下
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「暴力団員」という。）であると認められる者 

イ．暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下「暴力団」という。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると

認められる者 

ウ．役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

エ．役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

オ．役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

る者 

⑦過去において、平成 21 年度国土交通省告示第 15 号別添二の建築物類型のうち、（四）業

務施設の第２類に分類される施設で、延床面積 3,000 ㎡以上の施設の建築設計業務受託実

績を有する者であること。 

（２）設計共同企業体の場合 

  ① 設計共同企業体の構成員数は 2者又は 3者であること。 

  ② ４（１）⑦の受託実績は、構成員のいずれかが有すること。 

  ③ 構成員のすべてが４（１）①から⑥の資格を満たす者であること。 

  ④ 代表者は、出資割合が最大であること。 

  ⑤ 各構成員の出資比率は、構成員の数が 2者である場合にあっては 30％以上、3者である場

合にあっては 20％以上であること。 

  ⑥ 構成員は、他の構成員及びほかの参加者の協力事務所を兼ねていないこと。 

５ 配置予定技術者等 

（１）管理技術者(※１)は、一級建築士であること。

（２）管理技術者及び意匠担当主任技術者は、提出者の組織に所属していること。 

（３）管理技術者が記載を求める各担当.主任技術者を兼任していないこと。また、記載を求める

意匠担当主任技術者が、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していない

こと。 

（４）意匠業務は再委託しないこと。 

（５）委託条件として、設計にあたっては、市と綿密な打ち合わせを行い、十分意見を反映した

設計とすること。 

 ※１「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」（平成１０年１０月１日建設省厚契発

第３７号）第１５条の定義による。 

６ その他要件 

（１）応募に対する制限 

次の各項目に該当する者は、応募者及び協力事務所として参加することはできない。 

① 選定委員会の委員（以下、「選定委員」という。） 

② 選定委員が属する企業（大学を除く。）又はその企業と資本面若しくは人事面において関
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連のある者。 

（注）「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の１００分の５０を

超える株式を有し、又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている者を

いい、「人事面において関連がある者」とは当該企業の代表権を有する役員を兼ねてい

る者をいう。 

③ 選定委員及びその家族が主宰し、あるいは役員又は顧問をしている営利団体に所属する者。 

④ 選定委員が大学に所属する場合において、その選定委員の研究室に現に所属する者。 

⑤ 他の応募者の協力事務所となること。 

（２） 次の条件のいずれかに該当する場合には無効となることがある。 

① 提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合。 

② 作成要領に指定する様式及び記載上の留意事項に示す条件に適合しないもの。 

③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

⑤ 虚偽の内容が記載されている場合及び既に発表されたものと同一あるいは類似提案又は盗

用した疑いがあると選定委員会が認めたもの。なお、契約後に事実関係が判明した場合に

おいても同様とする。 

⑥ 選定委員へ接触を行った場合。 

⑦ その他本要領等に違反するなど選定委員が不適格と認めた場合。 

７ スケジュール 

 内   容 日  時  等 

第
一
次
審
査

参
加
表
明
書
等

参加申込書等の交付 平成２７年７月２１日(火)～ 

平成２７年８月１４日(金) 

参加申込書等に関する質疑の受付 平成２７年７月２１日（火）～ 

平成２７年７月３１日(金)

質疑への回答 平成２７年８月７日(金) 

参加申込書等の提出期限 平成２７年８月１４日(金) 

第一次審査 平成２７年８月２０日(木) 

結果発表（公表・通知） 平成２７年８月２４日(月) 

第
二
次
審
査

技
術
提
案
書

技術提案書等に関する質疑の受付 平成２７年７月２１日(火)～ 

平成２７年９月４日(金）

質疑への回答 平成２７年９月１１日(金) 

技術提案書の提出期限 平成２７年９月２５日(金) 

第二次審査 平成２７年１０月上旬 

結果発表（公表・通知） 平成２７年１０月中旬 

８ 参加表明書の提出（第一次審査） 

技術提案書の提出を希望する者は、以下の要領で参加申込書等を提出すること。 
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（１） 提出期限：平成２７年８月１４日（金）（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで） 

（２） 受付場所：事務局 

（３） 提出部数：各 2 部 

（４） 提出方法：持参若しくは郵送とする。ただし、郵送する場合は、提出期限までに必着する

ように、必ず「特定記録郵便」若しくは「簡易書留」とし、提出期限までに送付物の到着確

認を電話により行うこと。 

（５） 提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 技術資料（様式２～５） 

 ・業務実績を証明する資料（それぞれの実績ごと） 

 ・各技術者の資格の写し 

 ・雇用を証明する資料の写し 

③ 一級建築士事務所の登録の写し 

※提出書類については、全て A4 判の用紙を使用（片面）し、横書き左綴じとする。なお、

ファイル等には綴じ込まないこと。 

（６）提出書類の記入上の留意事項 

 (ア) 参加表明書（様式１） 

   ① 単体企業での参加の場合 

    様式１－１を代表者印を押印のうえ、提出すること。 

   ② 共同企業体での参加の場合 

    様式１－２～１－４を各構成員の代表者印を押印のうえ、提出すること。 

 (イ) 事務所の同種・類似業務実績（様式２） 

   次の①、②に該当する同種又は類似の業務実績 5件以内を記入する。 

   ①同種業務の実績における対象施設は、平成 27 年 3 月 31 日までに日本国内で竣工し、平

成 21 年度国土交通省告示第 15 号別添二の建築物類型のうち、（四）業務施設の第 2 類

に分類される延床面積 3,000 ㎡以上の施設をいう。 

   ②類似業務の実績における対象施設は、平成 27 年 3 月 31 日までに日本国内で竣工し、平

成 21 年度国土交通省告示第 15 号別添二の建築物類型のうち、（四）業務施設の第 1 類

に分類される延床面積 3,000 ㎡以上の施設をいう。 

   ③ 実績が複数ある場合は、同種業務の実績を優先し、かつ規模の大きいものから記入する

こと。また、同種又は類似業務の実績が合わせて 5 件に満たない場合は、空欄とするこ

と。 

    なお、記入した業務については契約書（鏡）の写し、業務の完了が確認できる資料の写

し、施設の概要が確認できる図面、写真、パース等を提出すること。また、PUBDIS の登

録がある場合は、その写しも提出すること。 

   ④ 該当する業務実績について、次の項目を記入すること。 

   （ⅰ）受注形態の欄には、単独、設計共同体又は協力（協力事務所としての参画）の別を

記入すること。 

   （ⅱ）協力の場合は、発注者の欄に発注者を記入するとともに、元請事務所名について括
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弧書きで記入すること。 

   （ⅲ）構造・規模・面積の欄には、[構造種別－地上階数／地下階数、延床面積]を記入す

ること。[例：RC－5F／B1、○○○○㎡] 

   ⑤ 審査において「同種」を「類似」又は「実績無し」、また、「類似」を「実績無し」と

して評価することがある。 

 (ウ)専門分野別の技術職員数・資格（様式３） 

   ① 当該事務所の専門分野別の技術職員数・資格について記入すること。 

   ② 資格は、一級建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士を対象とし、これ以外

の資格については記入しないこと。また、複数の資格を有する職員については、いずれ

か一つの資格の保有者として記入すること。 

 (エ)管理技術者及び各担当主任技術者等の経歴等（様式４） 

   本業務を担当する管理技術者及び記入を求める各専門分野の担当主任技術者について、次

に従い記入すること。 

   ①資格名称 

   （ⅰ）各技術者について、当該事務所との雇用関係を証する資料（健康保険証の写し等）

を添付すること。なお、参加表明書の受付以前に当該事務所と直接的かつ恒常的に３

か月以上の雇用関係が必要となる。 

   （ⅱ）各技術者について、記入した資格を証する資料（免許証の写し等）を添付すること。 

   ② 同種・類似業務実績 

   （ⅰ）同種・類似業務の内容は、前記（イ）①～③の説明と同じ。 

   （ⅱ）該当する業務実績については、前記（イ）④にならって記入し、あわせて関わった

分担業務分野及び立場（管理技術者、主任技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立

場）を記入すること。 

   ③ 従事している設計業務 

     平成２７年７月２１日現在、従事している設計業務について、関わっている分担業務

分野及び立場（管理技術者、主任技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場）を記入

すること。 

   ④ 分担業務分野 

    提出者おいて新たに追加する分担業務分野（ランドスケープデザイン、インテリアデザ

イン、建物外観デザイン等）がある場合は、主任技術者の経歴等（様式４－４）を提出す

ること。 

 (オ)協力事務所（様式５） 

    協力事務所がある場合は提出すること。分担業務分野には、構造、電気設備、機械設備、

又は提出者において新たに追加する分担業務分野（ランドスケープデザイン、インテリア

デザイン、建物外観デザイン等）を記入し、協力事務所の名称、所在地、代表者、協力を

受ける内容及び理由について記入すること。 

（７）参加申込書等に関する質疑の受付 

(ア) 受付期間：平成２７年７月２１日（火）～平成２７年７月３１日（金） 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで） 
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(イ) 受付場所：事務局 

(ウ) 提出方法所定の様式に記入し、メール、ファクシミリ、持参若しくは郵送とする。なお、

持参以外の場合は到着確認を電話により行うこと。 

(エ) 質疑回答：平成２７年８月７日（金）午後 5 時まで随時、ホームページ上において「質

疑と回答」を掲載する。 

  ※質問の回答内容は、本実施要領の追加又は修正とみなす。 

９ 技術提案書の提出（第二次審査）

（１）技術提案書等に関する質疑の受付 

(ア) 受付期間：平成２７年７月２１日（火）～平成２７年９月４日（金） 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで） 

(イ) 受付場所：事務局 

(ウ) 提出方法：所定の様式に記入し、メール、ファクシミリ、持参若しくは郵送とする。なお、

持参以外の場合は到着確認を電話により行うこと。 

(エ) 質疑回答：平成２７年９月１１日（金）午後 5 時までに随時、ホームページ上において

「質疑と回答」を掲載する。 

  ※質問の回答内容は、本実施要領の追加又は修正とみなす。 

（２）技術提案書等の提出 

(ア) 提出期限：平成２７年９月２５日（金） 

（土・日・祝日を除き、午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分まで） 

(イ) 受付場所：事務局 

(ウ) 提出件数：1 件 

(エ) 提出部数：10 部 

(オ) 提出方法持参若しくは郵送とする。ただし、郵送する場合は、提出期限までに必着するよ

うに、必ず「特定記録郵便」若しくは「簡易書留」とし、提出期限までに送付物の到着確認

を電話により行うこと。 

(カ) 提出書類（任意様式） 

①表紙 

②業務実施方針説明書 

③技術提案書 

④参考見積書 

（３）提出資料の記入上の留意事項 

 (ア) 技術提案書（様式７） 

  代表者印を押印のうえ、提出すること。 

 (イ) 業務実施方針説明書は、Ａ3 判（片面）1 枚以内に、また、特定のテーマの技術提案書は

特定のテーマ 7 項目について、各項目ごとに A4 判（片面）1 枚以内に記載するものとし、

文字数は特に制限しない。作成にあたっては、以下の項目に留意すること。 

① 本プロポーザルは、提案者の考え方、構想等を問うものであり、文書等は、明瞭に記

述すること。 
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② 文字は読みやすいように 10.5 ポイント以上の文字とする。なお、図、表中の文字につ

いては、この限りでないが読みやすさに配慮すること。 

③ 業務実施方針説明書及び技術提案書には、提出者（協力事務所を含む）を特定するこ

とができる内容の記述（具体的な会社名等）を記載してはならない。 

④ 業務実施方針説明書は、文書を補完するための図や表を使用することは差し支えない。 

⑤ 技術提案書は、文書を補完するための写真（カラーコピー可）、イラスト、イメージ

図を使用することは差し支えないが（カラー可）、定められた枚数以内で表現すること。 

⑥ 具体的な設計図、模型（写真を含む）、透視図等を使用しない。 

⑦ 記載すべき内容事項以外の内容を記載しないこと。 

    ※④～⑥については、別添「提案の表現について」を参照のこと。 

１０ 受託予定者の選定 

（１）評価基準 

評価基準は次による。 

第一次審査 

評価項目
評価の着目点

評価点
判断基準

第
一
次
審
査

（１）
事務所の
評価

技術職員数
技術職員数を評価する（２１人以上の場合は、満点
とする。）

30.0 有資格者数
有資格者数を評価する（２１人以上の場合は、満点
とする。）

同種・類似業
務の実績

実績の種類・規模・件数について評価する

（２）
配置技術
者の資格

専門分野の
技術者資格

各担当分野について、資格の
内容を資格表により評価する

主
任
技
術
者

建築（意匠）

31.0 
構造

電気設備

機械設備

（３）
配置技術
者の技術
力

同種又は類似
業務の実績
（実績の有無
及び件数、携
わった立場）

次の順で評価する
①同種業務の実績がある
②類似業務の実績がある
（上記①、②に加え携わった
立場も評価する）

管理技術者

27.0 
主
任
技
術
者

建築（意匠）

構造

電気設備

機械設備

計 88.0 

第二次審査 

業務実施方針については、概ね次のような内容の提案を求め、提案者の積極性や計画の妥当性

等を評価する。 
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評価項目
評価の着目点 評価点

判断基準 合計

第
二
次
審
査

業務実務方針

及び手法（評

価にあたって

は技術提案書

の内容及びヒ

アリングの結

果により総合

的に判断を行

う）

業務の理解

度及び取り

組み意欲

業務内容、業務背景、手続きの理解

が高く、積極性が見られる場合に優

位に評価する。

10.0 

570.0 
（95 

×6 人）

業務の実施

方針

業務への取組体制、設計チームの特

徴、特に重視する設計上の配慮事項

等について（ただし、特定テーマに

対する内容を除く。）的確性、独創

性、実現性等を総合的に評価する。

10.0 

特定テーマ

に対する技

術提案

特定テーマについて、その的確性

（与条件との整合性が取れている

か等）、独創性（工学的知見に基づ

く独創的な提案がされているか

等）、実現性（提案内容が理論的に

裏付けられており、説得力のある提

案となっているか等）を考慮して総

合的に評価する。

70.0 
（6項目

合計）

見積額 提出された見積額を評価する。 5.0 

■業務実施方針 

業務の実施方針として、設計業務の進め方（取組方針、品質確保など）、業務実施体制の配

慮事項、その他の業務実施上の配慮事項を簡潔に記述してください。 

■特定のテーマについての技術提案 

テーマは次のとおり（3テーマ、6項目）とし、その的確性、独創性、実現性を評価する。技

術提案書等の作成にあたっては「土岐市新庁舎建設基本構想」に留意して作成すること。 

評価の着目点 特定テーマ

各特定テーマ

に対する技術

提案の

的確性

独創性

実現性

テ
ー
マ
１

土岐市の歴史、文化、地勢を踏まえたうえで、土岐市の将来を見据え

た庁舎建設に関する考え方

文化プラザとの機能連携を含め、新庁舎の配置計画に関する基本的な

考え方

テ
ー
マ
２

防災拠点施設としての役割を十分に果たしている庁舎実現のための

建築計画、構造計画、建築設備計画等に関する考え方
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人口減少や少子高齢化が進展し、行政を取り巻く環境が変化する中

で、市民が利用しやすく、時代の変化に柔軟に対応可能な庁舎実現の

ための建築計画に関する考え方

省エネルギー化等による環境負荷の低減や建設コストの縮減及び維

持管理の容易性やランニングコストの低減に配慮した建築計画、建築

設備計画に関する考え方

テ
ー
マ
３

その他の提案（本市の新庁舎に必要と考えられるテーマについて独自

に設定）

（２）審査 

プロポーザルの審査は、土岐市新庁舎建設工事設計業務プロポーザル選定委員会設置要綱に

基づき設置する土岐市新庁舎建設工事設計業務プロポーザル選定委員会が行う。なお、選定委

員会は、学識経験者および土岐市職員の６名で構成し、そのメンバーは次のとおりである。 

   委員長   中部大学  教授 林 上 

   副委員長  名城大学  教授 水尾 衣里 

   委員    国土交通省中部地方整備局 営繕部整備課長 

   委員    土岐市副市長 

   委員    土岐市総務部長 

   委員    土岐市建設部長 

１１ 第一次審査 

参加申込書等により、事務所の能力（業務実績等）や提案チームの能力（技術者の実績等）等

を審査し、第二次審査のプレゼンテーション及びヒアリング対象者を特定する。 

１２ 第二次審査 

第一次審査により特定された者を対象に、技術提案書等のプレゼンテーション及びヒアリング

を実施し、審査のうえ、技術提案書等の評価が最も高い者（受託予定者）1 者と次点者 1 者を特

定する。 

（１）日程等 

日時及び会場等については第一次審査通過者に別途通知する。 

（２）実施方法 

プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、本業務を担当する配置予定技術者（様式 4-1

～3 に記載した者）から計 5 名以内の出席を認めて実施する。ヒアリングは、1 者につき 20 分

以内のプレゼンテーションを行い、その後に選定委員による質疑を 10 分行う。 

プレゼンテーションに際しては、会場にホワイトボード、スクリーン、プロジェクター（EPSON 

EB-1725）、ノート型パソコン（Windows7、PowerPoint2010）を用意している。必要に応じてノ

ート型パソコンの持参は可能である。説明は技術提案書等に基づいて行い、内容の変更、追加
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は認めない（部分拡大可）。 

（４）受託予定者の選定 

選定委員会は、受託予定者を 1 者選定する。ただし、受託予定者、次点者以外の企業名は公

表しない。 

（５）審査後の通知 

審査後、受託予定者名を技術提案書等提出者全員に文書で通知する。 

１３ 契約方法等 

（１）受託予定者には、随意契約により土岐市新庁舎建設工事設計業務を委託する。 

（２）受託予定者として選定されたものが、辞退その他の理由により業務委託契約を締結できな

い場合は、次点者と契約を締結することができるものとする。 

（３）受託予定者として選定されたものが、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項又は第 2 項

に規定するものに該当することとなった場合には、契約の締結を行わない場合がある。 

１４ 失格条件 

提案者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）提出書類の作成及び留意事項、提出方法、提出期限を遵守しない場合。 

（２）設計案を提出した場合。 

（３）審査結果に影響を与えるよう、工作が行われた場合。 

（４）ヒアリング時に追加資料等を提出した場合。 

（５）ヒアリング時に提案チームの担当者以外の者が出席した場合。 

（６）この要領に定める手続き以外の方法により、選定委員又は関係者と直接、間接を問わず連

絡を求めた場合。 

（７）虚偽の内容が記載されている場合。 

１５ その他 

（１）参加申込書及び技術提案書等の作成及び提出等に係る費用は、提出者の負担とする。 

（２）管理技術者及び意匠担当主任技術者は、本プロポーザル期間内（選定通知日から決定通知

日まで）に本市が実施する、他のプロポーザルの技術者と兼任することはできない。 

（３）技術提案書等の著作権は提出者に帰属するが、受託予定者決定後、必要に応じて市のホー

ムページ等において公表するものとする。 

（４）プロポーザルのために本市より受領した資料は、了解なく公表、使用することはできない。 

（５）他の文献を引用した場合は、その出典を明示すること。 

（６）提出された書類は、審査に必要な範囲で複製を作成することがある。 

（７）手続きにおいて使用する言語は、日本語とする。
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